
号

外

五�
平

成
二
十
年

四

月

一

日

目

次

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
二
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中｢

第
十
三
条｣

を｢

第
十
三
条
の
二｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中｢

総
括
管
理
監｣

を｢

総
括
管
理
監(

総
括
管
理
監
が
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
は

課
長
、
管
理
調
整
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
長
補
佐
又
は
課
長
の
指
定
す
る
者)｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

第
二
号｣

を｢

第
二
号(

一
般
競
争
入
札
に
係
る
公
告
及
び
公
示
に
あ
つ
て
は
、

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百

二
十
号)

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
十
一
条
に
規
定
す
る
公
告
及
び
公
示
に
限
る
。)｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中｢

公
示
文
書｣

を｢

公
示
文
書(

一
般
競
争
入
札
に
係
る
公
告
及
び
公
示
に

あ
つ
て
は
、
岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜

県
規
則
第
百
二
十
号)

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
十
一
条
に
規
定
す
る
公
告
及
び
公
示
に
限
る
。
第
五

十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。)｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
二
中｢

、
当
該
帳
票
の
写
し
を
法
務
・
情
報
公
開
課
長
に
速
や
か
に
提
出
す
る
と
と

も
に｣

を
削
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中｢
当
該
保
存
文
書
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を｢

主
務
課
長
に
対
し
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火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
四
月
一
日



興
課

地

振

市
町
村

統
地

国
モ

振
観

ブ
市
町
村
課

国
体
推
進
事
務
局

統
計
課

国
民
健
康
保
険
課

ぎ
ふ
ブ
ラ
ン
ド
振
興
課

観
光
交
流
課

水
道
企
業
課

市
町
村

国

体

統
国

保
ぎ

振
観

交
水

企 地
域
振
興
課

市
町
村
課

統
計
課

地
域
福
祉
国
保
課

モ
ノ
づ
く
り
振
興
課

観
光
・
ブ
ラ
ン
ド
振

施
設
調
整
課

総
務
企
画
課

水
道
企
業
課

上
セ
ン
タ
ー

国

競

国

施

国

総

水

企
職

研
中

保

関
保
郡

地
方
自
治
大
学
校

中
濃
保
健
所
郡
上
セ
ン
タ
ー

中
濃
保
健
所

地

自
中
保
郡

中

保

競
技
式
典
課

職
員
研
修
所

中
濃
保
健
所

関
保
健
所
郡

て
当
該
保
存
文
書
の
廃
棄
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と

し
、
同
条
第
四
項
中｢

法
務
・
情
報
公
開
課
長｣

を｢

主
務
課
長｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
三
項
中｢

廃
棄
し
た｣

を｢

廃
棄
す
る｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

二
項
中｢

法
務
・
情
報
公
開
課
長｣

を｢

主
務
課
長｣

に
改
め
、｢

明
ら
か
に｣

を
削
り
、｢

主
務
課
長｣

を｢

法
務
・
情
報
公
開
課
長｣

に
、｢

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を｢

す
る
こ
と
が
で
き
る｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

主
務
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
保
存
期
間
が
経
過
し
た

文
書
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
条
の
二
第
一
項
中｢

、
当
該
帳
票
の
写
し
を
法
務
・
情
報
公
開
課
長
に
速
や
か
に
提
出
す
る

と
と
も
に｣

を
削
る
。

第
七
十
四
条
第
三
項
中｢

廃
棄
し
た｣
を｢
廃
棄
す
る｣

に
改
め
る
。

｢

別
表
第
一
中 ｢

を
｣

｢

に
、

を ｢

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢

｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｣

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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